
消費生活
相談

悪質な住宅リフォームの訪問販売などに
ご注意ください！

～「スマホを渡しただけなのに…」「いつの間に！？家庭用ゲーム機で…」～

■クーリング・オフの方法や困ったな、おかしいなと思った時はお早めにご相談ください。
 消費⽣活相談窓⼝（内之浦総合⽀所産業創出課内）☎ 0994（67）2116
 消費者ホットライン☎１８８ （⼟・⽇・祝⽇は県・⼜は国の相談センターにつながります）

★若者のトラブルが増えています。2022 年 4月から 18 歳で成人です。

悪質な事業者から、実際には必要のないリフォーム⼯事の勧誘を受けて、⾼額な代⾦を請求される被害が発⽣しています。
台⾵や豪⾬の多い夏季は関連して住宅の修理・点検のトラブルも想定されます。

■事例■
　知らない業者が突然来訪し、「この家の屋根は塗装が必
要だ」と言った。人柄が良さそうだったので信用して屋根
塗装の工事契約をした。後日、床下調湿工事、外壁と小屋
裏の補修も必要と言われ追加契約したが冷静に考えると本
当に必要な工事であったか疑問に思うので解約したい。

①住宅リフォームの勧誘を受けた場合は、
その場で即決しない！

②しつこく勧誘される場合は、
「契約しません」と否定語で、きっぱり断る！

③対応に困ったら、一人で悩まず相談を！
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